
農
林
水
産
省

○

令
第
三
号

環

境

省

農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
農
薬
取
締
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

農
林
水
産
省
・
環
境
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

農
林
水
産
大
臣

川

貴
盛

環
境
大
臣

原
田

義
昭

農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
農
林
水
産
省
・
環
境
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

農
林
水
産
省

第
一
条

農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

環

境

省

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応



す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

（
農
薬
使
用
者
の
責
務
）

（
農
薬
使
用
者
の
責
務
）

第
一
条

農
薬
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
農
薬
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
農

第
一
条

農
薬
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
農
薬
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
農

薬
の
使
用
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

薬
の
使
用
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

農
作
物
等
又
は
当
該
農
作
物
等
を
家
畜
の
飼
料
の
用
に
供
し
て
生
産
さ

三

農
作
物
等
の
汚
染
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚
染
に
係
る
農
作
物
等
の
利

れ
る
畜
産
物
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人
に
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

用
が
原
因
と
な
っ
て
人
畜
に
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

四

農
地
等
に
お
い
て
栽
培
さ
れ
る
農
作
物
等
又
は
当
該
農
作
物
等
を
家
畜

四

農
地
等
の
土
壌
の
汚
染
が
生
じ
、
か
つ
、
そ
の
汚
染
に
よ
り
汚
染
さ
れ

の
飼
料
の
用
に
供
し
て
生
産
さ
れ
る
畜
産
物
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人

る
農
作
物
等
の
利
用
が
原
因
と
な
っ
て
人
畜
に
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に

に
被
害
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
表
示
事
項
の
遵
守
）

（
表
示
事
項
の
遵
守
）

第
二
条

農
薬
使
用
者
は
、
食
用
及
び
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
（
以

第
二
条

農
薬
使
用
者
は
、
食
用
及
び
飼
料
の
用
に
供
さ
れ
る
農
作
物
等
（
以

下
「
食
用
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

下
「
食
用
農
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
二
十
一
号
。
以

三

農
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
二
十
一
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
希
釈
倍

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
希
釈
倍
数

数
の
最
低
限
度
を
下
回
る
希
釈
倍
数
で
当
該
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

の
最
低
限
度
を
下
回
る
希
釈
倍
数
で
当
該
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

四

規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
使
用
時
期
以
外
の
時
期
に

四

規
則
第
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
使
用
時
期
以
外
の
時
期
に
当

当
該
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

該
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

五

規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
生
育
期
間
に
お
い
て
、
次

五

規
則
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
生
育
期
間
に
お
い
て
、
次
の

の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
回
数
を
超
え
て
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
回
数
を
超
え
て
農
薬
を
使
用
し
な
い
こ
と
。

イ

種
苗
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
令
第
八
十
三
号
）
第
二

イ

種
苗
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
農
林
水
産
省
令
第
八
十
三
号
）
第
二

十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
使
用
し
た
農
薬
中
に
含
有
す
る
有

十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
使
用
し
た
農
薬
中
に
含
有
す
る
有

効
成
分
の
種
類
ご
と
の
使
用
回
数
の
表
示
の
あ
る
種
苗
を
食
用
農
作
物

効
成
分
の
種
類
ご
と
の
使
用
回
数
の
表
示
の
あ
る
種
苗
を
食
用
農
作
物

等
の
生
産
に
用
い
る
場
合
に
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規

等
の
生
産
に
用
い
る
場
合
に
は
、
規
則
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定



定
す
る
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数
か
ら
当
該
表

す
る
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数
か
ら
当
該
表
示

示
さ
れ
た
使
用
回
数
を
控
除
し
た
回
数

さ
れ
た
使
用
回
数
を
控
除
し
た
回
数

ロ

イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規

ロ

イ
の
場
合
以
外
の
場
合
に
は
、
規
則
第
七
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定

定
す
る
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数

す
る
含
有
す
る
有
効
成
分
の
種
類
ご
と
の
総
使
用
回
数

２

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
取
締
法
第
十
六
条
第
四
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一

２

農
薬
使
用
者
は
、
農
薬
取
締
法
第
七
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
最
終
有
効

号
に
掲
げ
る
事
項
に
従
っ
て
農
薬
を
安
全
か
つ
適
正
に
使
用
す
る
よ
う
努
め

年
月
を
過
ぎ
た
農
薬
を
使
用
し
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

（
ゴ
ル
フ
場
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

第
五
条

農
薬
使
用
者
は
、
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る

第
五
条

農
薬
使
用
者
は
、
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
毎
年
度
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

と
き
は
、
毎
年
度
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
最
初
の
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
農
薬
使
用
計
画
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提

事
項
を
記
載
し
た
農
薬
使
用
計
画
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

前
項
の
農
薬
使
用
者
は
、
ゴ
ル
フ
場
の
外
に
農
薬
が
流
出
す
る
こ
と
を
防

（
新
設
）

止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
住
宅
地
等
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

（
住
宅
地
等
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

第
六
条

農
薬
使
用
者
は
、
住
宅
、
学
校
、
保
育
所
、
病
院
、
公
園
そ
の
他
の

第
六
条

農
薬
使
用
者
は
、
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
こ
れ
に
近
接
す
る

人
が
居
住
し
、
滞
在
し
、
又
は
頻
繁
に
訪
れ
る
施
設
の
敷
地
及
び
こ
れ
ら
に

土
地
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
農
薬
が
飛
散
す
る
こ
と
を
防
止

近
接
す
る
土
地
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
農
薬
が
飛
散
す
る
こ

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
水
田
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

（
水
田
に
お
け
る
農
薬
の
使
用
）

第
七
条

農
薬
使
用
者
は
、
水
田
に
お
い
て
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該

第
七
条

農
薬
使
用
者
は
、
水
田
に
お
い
て
別
表
第
一
に
掲
げ
る
農
薬
を
使
用

農
薬
が
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努

す
る
と
き
は
、
当
該
農
薬
が
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
覆
を
要
す
る
農
薬
の
使
用
）

（
被
覆
を
要
す
る
農
薬
の
使
用
）



第
八
条

農
薬
使
用
者
は
、
ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
を
含
有
す
る
農
薬
を
使
用
す
る

第
八
条

農
薬
使
用
者
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
農
薬
を
使
用
す
る
と
き
は
、

と
き
は
、
農
薬
を
使
用
し
た
土
壌
か
ら
当
該
農
薬
が
揮
散
す
る
こ
と
を
防
止

農
薬
を
使
用
し
た
土
壌
か
ら
当
該
農
薬
が
揮
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
）

別
表
第
一
（
第
七
条
関
係
）

一

Ｓ
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
チ
オ
カ
ー
バ

メ
ー
ト
（
別
名
ベ
ン
チ
オ
カ
ー
ブ
又
は
チ
オ
ベ
ン
カ
ル
ブ
）
を
含
有
す
る

製
剤

二

二
―
ア
ミ
ノ
―
三
―
ク
ロ
ロ
―
一
・
四
―
ナ
フ
ト
キ
ノ
ン
（
別
名
Ａ
Ｃ

Ｎ
）
を
含
有
す
る
製
剤

三

三
―
ア
リ
ル
オ
キ
シ
―
一
・
二
―
ベ
ン
ゾ
イ
ソ
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
・
一

―
ジ
オ
キ
シ
ド
（
別
名
プ
ロ
ベ
ナ
ゾ
ー
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

四

二
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
フ
ェ
ニ
ル
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ー
バ
メ
ー
ト
（
別
名

Ｍ
Ｉ
Ｐ
Ｃ
又
は
イ
ソ
プ
ロ
カ
ル
ブ
）
を
含
有
す
る
製
剤

五

二
―
メ
チ
ル
―
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
エ
チ
ル
（
別
名
Ｍ
Ｃ
Ｐ

Ａ
エ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

六

二
―
メ
チ
ル
―
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
チ
オ
酢
酸
―
Ｓ
―
エ
チ
ル
（

別
名
Ｍ
Ｃ
Ｐ
Ａ
チ
オ
エ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

七

二
―
メ
チ
ル
―
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
別
名
Ｍ

Ｃ
Ｐ
Ａ
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
）
を
含
有
す
る
製
剤

八

エ
チ
ル
＝
五
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
カ

ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
四
―
カ

ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ピ
ラ
ゾ
ス
ル
フ
ロ
ン
エ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製

剤
九

Ｏ
―
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
メ
チ
ル
―
六
―
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
セ
コ

ン
ダ
リ
ー
ブ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ロ
ア
ミ
ド
チ
オ
エ
ー
ト
（
別
名
ブ
タ
ミ
ホ
ス
）

を
含
有
す
る
製
剤

十

Ｓ
―
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ
―
一
Ｈ
―
ア
ゼ
ピ
ン
―
一
―
カ
ー
ボ
チ
オ

エ
ー
ト
（
別
名
モ
リ
ネ
ー
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

十
一

（
一
Ｒ
Ｓ
・
二
Ｓ
Ｒ
・
四
Ｓ
Ｒ
）
―
一
・
四
―
エ
ポ
キ
シ
―
ｐ
―
メ

ン
タ
―
二
―
イ
ル
＝
二
―
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
＝
エ
ー
テ
ル
（
別
名
シ
ン
メ



チ
リ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

十
二

Ｓ
―
四
―
ク
ロ
ロ
―
Ｎ
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
カ
ル
バ
ニ
ロ
イ
ル
メ
チ
ル

＝
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
メ
チ
ル
＝
ホ
ス
ホ
ロ
ジ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ア
ニ
ロ
ホ
ス

）
を
含
有
す
る
製
剤

十
三

三
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
シ
ク
ロ
ペ
ン
チ
ル
オ
キ
シ
―
二
―
フ
ル

オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
五
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
リ
デ
ン
―
一
・
三
―
オ
キ
サ
ゾ
リ

ジ
ン
―
二
・
四
―
ジ
オ
ン
（
別
名
ペ
ン
ト
キ
サ
ゾ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

十
四

四
―
ク
ロ
ロ
―
二
―
（
α
―
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ベ
ン
ジ
ル
）
イ
ソ
ニ
コ

′

′

チ
ン
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
イ
ナ
ベ
ン
フ
ィ
ド
）
を
含
有
す
る
製
剤

十
五

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
［
二
―
（
三
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
二
・
三
―

エ
ポ
キ
シ
プ
ロ
ピ
ル
］
―
二
―
エ
チ
ル
イ
ン
ダ
ン
―
一
・
三
―
ジ
オ
ン
（

別
名
イ
ン
ダ
ノ
フ
ァ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

十
六

四
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
Ｎ
―
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
―
Ｎ
―

エ
チ
ル
―
四
・
五
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
五
―
オ
キ
ソ
―
一
Ｈ
―
テ
ト
ラ
ゾ
ー
ル

―
一
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
フ
ェ
ン
ト
ラ
ザ
ミ
ド
）
を
含
有
す
る
製

剤
十
七

（
Ｅ
）
―
（
Ｓ
）
―
一
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
・
四
―

ジ
メ
チ
ル
―
二
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル

）
ペ
ン
タ
―
一
―
エ
ン
―
三
―
オ
ー
ル
（
別
名
ウ
ニ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
Ｐ
）
を

含
有
す
る
製
剤

十
八

（
二
Ｒ
Ｓ
・
三
Ｒ
Ｓ
）
―
一
―
（
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
四
・

四
―
ジ
メ
チ
ル
―
二
―
（
一
Ｈ
―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―

イ
ル
）
ペ
ン
タ
ン
―
三
―
オ
ー
ル
（
別
名
パ
ク
ロ
ブ
ト
ラ
ゾ
ー
ル
）
を
含

有
す
る
製
剤

十
九

一
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）
―
三
―
（
一
―
メ
チ
ル
―
一
―
フ

ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
）
ウ
レ
ア
（
別
名
ク
ミ
ル
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十

三
―
（
二
―
ク
ロ
ロ
―
四
―
メ
シ
ル
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
―
二
―
フ
ェ
ニ

ル
チ
オ
ビ
シ
ク
ロ
［
三
・
二
・
一
］
オ
ク
タ
―
二
―
エ
ン
―
四
―
オ
ン
（

別
名
ベ
ン
ゾ
ビ
シ
ク
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
一

二
―
メ
チ
ル
―
四
―
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酪
酸
エ
チ
ル
（
別
名
Ｍ

Ｃ
Ｐ
Ｂ
エ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤



二
十
二

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
Ｓ
―
ベ
ン
ジ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
ー

ト
（
別
名
Ｉ
Ｂ
Ｐ
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
三

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
―
三
―
メ
シ
チ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
―
一
Ｈ
―
一

・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
別
名
カ
フ
ェ
ン

ス
ト
ロ
ー
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
四

一
―
［
二
―
（
シ
ク
ロ
プ
ロ
ピ
ル
カ
ル
ボ
ニ
ル
）
ア
ニ
リ
ノ
ス
ル

ホ
ニ
ル
］
―
三
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
）

尿
素
（
別
名
シ
ク
ロ
ス
ル
フ
ァ
ム
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
五

二
・
三
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
―
エ
ト
キ
シ
メ
ト
キ
シ
ベ
ン
ズ
ア
ニ

′

′

リ
ド
（
別
名
エ
ト
ベ
ン
ザ
ニ
ド
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
六

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
ｍ
―
ト
リ
ル
オ
キ
シ

）
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
ク
ロ
メ
プ
ロ
ッ
プ
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
七

二
―
［
四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
ｍ
―
ト
ル
オ
イ
ル
）
―
一

・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
オ
キ
シ
］
―
四
―
メ
チ
ル

′

ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
（
別
名
ベ
ン
ゾ
フ
ェ
ナ
ッ
プ
）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
八

三
―
［
一
―
（
三
・
五
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル

エ
チ
ル
］
―
三
・
四
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
六
―
メ
チ
ル
―
五
―
フ
ェ
ニ
ル
―
二

Ｈ
―
一
・
三
―
オ
キ
サ
ジ
ン
―
四
―
オ
ン
（
別
名
オ
キ
サ
ジ
ク
ロ
メ
ホ
ン

）
を
含
有
す
る
製
剤

二
十
九

二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
エ
チ
ル
（
別
名
二
・
四
―

Ｐ
Ａ
エ
チ
ル
又
は
二
・
四
―
Ｄ
エ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十

二
―
［
四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
―
一
・
三
―
ジ

メ
チ
ル
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
オ
キ
シ
］
ア
セ
ト
フ
ェ
ノ
ン
（
別
名
ピ

ラ
ゾ
キ
シ
フ
ェ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
一

四
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゾ
イ
ル
）
―
一
・
三
―
ジ
メ
チ

ル
―
五
―
ピ
ラ
ゾ
リ
ル
―
ｐ
―
ト
ル
エ
ン
ス
ル
ホ
ネ
ー
ト
（
別
名
ピ
ラ
ゾ

レ
ー
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
二

二
・
三
―
ジ
ヒ
ド
ロ
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
五

―
イ
ル
＝
エ
タ
ン
ス
ル
ホ
ナ
ー
ト
（
別
名
ベ
ン
フ
レ
セ
ー
ト
）
を
含
有
す

る
製
剤

三
十
三

二
・
六
―
ジ
ブ
ロ
モ
―
二
―
メ
チ
ル
―
四
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ

′

′

′



ト
キ
シ
―
四
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
―
一
・
三
―
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
五
―

カ
ル
ボ
キ
ス
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
チ
フ
ル
ザ
ミ
ド
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
四

Ｏ
・
Ｓ
―
ジ
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
ア
セ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ロ
ア
ミ
ド
チ
オ
エ

ー
ト
（
別
名
ア
セ
フ
ェ
ー
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
五

Ｓ
・
Ｓ
―
ジ
メ
チ
ル
＝
二
―
ジ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
―
四
―
イ
ソ

′

′

ブ
チ
ル
―
六
―
ト
リ
フ
ル
オ
ロ
メ
チ
ル
ピ
リ
ジ
ン
―
三
・
五
―
ジ
カ
ル
ボ

チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ジ
チ
オ
ピ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
六

一
―
（
α
・
α
―
ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ
ル
）
―
三
―
（
パ
ラ
ト
リ
ル

）
尿
素
（
別
名
ダ
イ
ム
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
七

三
―
（
ジ
メ
ト
キ
シ
ホ
ス
フ
ィ
ニ
ル
オ
キ
シ
）
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
―

シ
ス
―
ク
ロ
ト
ン
ア
ミ
ド
（
別
名
モ
ノ
ク
ロ
ト
ホ
ス
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
八

一
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
―
一
・
三
・
五
―
ト
リ
ア
ジ
ン
―

二
―
イ
ル
）
―
三
―
［
二
―
（
二
―
メ
ト
キ
シ
エ
ト
キ
シ
）
フ
ェ
ニ
ル
ス

ル
ホ
ニ
ル
］
尿
素
（
別
名
シ
ノ
ス
ル
フ
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

三
十
九

一
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
三

―
（
二
―
エ
ト
キ
シ
フ
ェ
ノ
キ
シ
ス
ル
ホ
ニ
ル
）
尿
素
（
別
名
エ
ト
キ
シ

ス
ル
フ
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十

一
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ
ル
）
―
三
―

［
一
―
メ
チ
ル
―
四
―
（
二
―
メ
チ
ル
―
二
Ｈ
―
テ
ト
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―

イ
ル
）
ピ
ラ
ゾ
ー
ル
―
五
―
イ
ル
ス
ル
ホ
ニ
ル
］
尿
素
（
別
名
ア
ジ
ム
ス

ル
フ
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
一

一
・
二
・
五
・
六
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ピ
ロ
ロ
［
三
・
二
・
一
―
ｉ

ｊ
］
キ
ノ
リ
ン
―
四
―
オ
ン
（
別
名
ピ
ロ
キ
ロ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
二

α
―
（
二
―
ナ
フ
ト
キ
シ
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
ナ
プ

ロ
ア
ニ
リ
ド
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
三

二
―
メ
チ
ル
チ
オ
―
四
・
六
―
ビ
ス
（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
ｓ
―

ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
シ
メ
ト
リ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
四

ブ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）
―
二
―
［
四
―
（
四
―
シ
ア
ノ
―
二
―
フ
ル
オ

ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
フ
ェ
ノ
キ
シ
］
プ
ロ
ピ
オ
ナ
ー
ト
（
別
名
シ
ハ
ロ
ホ
ッ

プ
ブ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
五

二
―
セ
コ
ン
ダ
リ
ー
ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
カ
ー
バ
メ



ー
ト
（
別
名
Ｂ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
六

Ｏ
―
三
―
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
―
ブ
チ
ル
フ
ェ
ニ
ル
＝
六
―
メ
ト
キ
シ
―
二

―
ピ
リ
ジ
ル
（
メ
チ
ル
）
チ
オ
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別
名
ピ
リ
ブ
チ
カ
ル
ブ

）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
七

二
―
ク
ロ
ロ
―
二
・
六
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｎ
―
（
ブ
ト
キ
シ
メ
チ

′

′

ル
）
ア
セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
ブ
タ
ク
ロ
ー
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

四
十
八

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
ブ
ロ
モ
―
Ｎ
―
（
α
・
α
―
ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ジ

ル
）
―
三
・
三
―
ジ
メ
チ
ル
ブ
チ
ル
ア
ミ
ド
（
別
名
ブ
ロ
モ
ブ
チ
ド
）
を

含
有
す
る
製
剤

四
十
九

Ｓ
―
ベ
ン
ジ
ル
＝
一
・
二
―
ジ
メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
（
エ
チ
ル
）
チ

オ
カ
ル
バ
マ
ー
ト
（
別
名
エ
ス
プ
ロ
カ
ル
ブ
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
二
―
（
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
ア
ミ
ド

）
エ
チ
ル
ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
（
別
名
Ｓ
Ａ
Ｐ
又
は
ベ
ン
ス
リ
ド
）
を

含
有
す
る
製
剤

五
十
一

二
―
ベ
ン
ゾ
チ
ア
ゾ
ー
ル
―
二
―
イ
ル
オ
キ
シ
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
ア

セ
ト
ア
ニ
リ
ド
（
別
名
メ
フ
ェ
ナ
セ
ッ
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
二

メ
チ
ル
＝
三
―
ク
ロ
ロ
―
五
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ

ジ
ン
―
二
―
イ
ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル
）
―
一
―
メ
チ
ル
ピ

ラ
ゾ
ー
ル
―
四
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ラ
ー
ト
（
別
名
ハ
ロ
ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル

）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
三

五
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
）
―
二
―
ニ
ト
ロ
安
息

香
酸
メ
チ
ル
（
別
名
ビ
フ
ェ
ノ
ッ
ク
ス
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
四

メ
チ
ル
＝
二
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ

ル
オ
キ
シ
）
―
六
―
（
一
―
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
エ
チ
ル
）
ベ
ン
ゾ
エ
ー
ト

（
別
名
ピ
リ
ミ
ノ
バ
ッ
ク
メ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
五

メ
チ
ル
＝
α
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―
イ

ル
カ
ル
バ
モ
イ
ル
ス
ル
フ
ァ
モ
イ
ル
）
―
ｏ
―
ト
ル
ア
ー
ト
（
別
名
ベ
ン

ス
ル
フ
ロ
ン
メ
チ
ル
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
六

二
―
メ
チ
ル
チ
オ
―
四
―
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
―
六
―
（
一
・
二
―
ジ

メ
チ
ル
プ
ロ
ピ
ル
ア
ミ
ノ
）
―
ｓ
―
ト
リ
ア
ジ
ン
（
別
名
ジ
メ
タ
メ
ト
リ

ン
）
を
含
有
す
る
製
剤



五
十
七

Ｓ
―
（
二
―
メ
チ
ル
―
一
―
ピ
ペ
リ
ジ
ル
―
カ
ル
ボ
ニ
ル
メ
チ
ル

）
―
Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
―
ｎ
―
プ
ロ
ピ
ル
ジ
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
（
別
名
ピ
ペ

ロ
ホ
ス
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
八

Ｓ
―
一
―
メ
チ
ル
―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
エ
チ
ル
＝
ピ
ペ
リ
ジ
ン
―
一

―
カ
ル
ボ
チ
オ
ア
ー
ト
（
別
名
ジ
メ
ピ
ペ
レ
ー
ト
）
を
含
有
す
る
製
剤

五
十
九

メ
チ
ル
＝
Ｎ
―
（
二
―
メ
ト
キ
シ
ア
セ
チ
ル
）
―
Ｎ
―
（
二
・
六

―
キ
シ
リ
ル
）
―
Ｄ
Ｌ
―
ア
ラ
ニ
ナ
ー
ト
（
別
名
メ
タ
ラ
キ
シ
ル
）
を
含

有
す
る
製
剤

六
十

（
Ｅ
）
―
二
―
メ
ト
キ
シ
イ
ミ
ノ
―
Ｎ
―
メ
チ
ル
―
二
―
（
二
―
フ

ェ
ノ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
ア
セ
ト
ア
ミ
ド
（
別
名
メ
ト
ミ
ノ
ス
ト
ロ
ビ
ン
）

を
含
有
す
る
製
剤

六
十
一

（
Ｒ
Ｓ
）
―
七
―
（
四
・
六
―
ジ
メ
ト
キ
シ
ピ
リ
ミ
ジ
ン
―
二
―

イ
ル
チ
オ
）
―
三
―
メ
チ
ル
―
二
―
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
―
一
（
三
Ｈ
）
―
オ

ン
（
別
名
ピ
リ
フ
タ
リ
ド
）
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
二

（
Ｒ
Ｓ
）
―
二
―
（
四
―
フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
―
（
一
Ｈ

―
一
・
二
・
四
―
ト
リ
ア
ゾ
ー
ル
―
一
―
イ
ル
）
―
三
―
ト
リ
メ
チ
ル
シ

リ
ル
プ
ロ
パ
ン
―
二
―
オ
ー
ル
（
別
名
シ
メ
コ
ナ
ゾ
ー
ル
）
を
含
有
す
る

製
剤

六
十
三

三
―
ク
ロ
ロ
―
四
・
四
―
ジ
メ
チ
ル
―
一
・
二
・
三
―
チ
ア
ジ

′

′

ア
ゾ
ー
ル
―
五
―
カ
ル
ボ
キ
サ
ニ
リ
ド
（
別
名
チ
ア
ジ
ニ
ル
）
を
含
有
す

る
製
剤

六
十
四

五
―
ｔ
ｅ
ｒ
ｔ
―
ブ
チ
ル
―
三
―
（
二
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
五
―

イ
ソ
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
―
一
・
三
・
四
―
オ
キ
サ
ジ
ア
ゾ
ー
ル
―

二
（
三
Ｈ
）
―
オ
ン
（
別
名
オ
キ
サ
ジ
ア
ゾ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
五

Ｏ
・
Ｏ
―
ジ
エ
チ
ル
―
Ｏ
―
（
三
―
オ
キ
ソ
―
二
―
フ
ェ
ニ
ル
―

二
Ｈ
―
ピ
リ
ダ
ジ
ン
―
六
―
イ
ル
）
ホ
ス
ホ
ロ
チ
オ
エ
ー
ト
（
別
名
ピ
リ

ダ
フ
ェ
ン
チ
オ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
六

Ｎ
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
チ
オ
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
フ
タ
ル
イ
ミ
ド
（

別
名
キ
ャ
プ
タ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤

六
十
七

（
二
―
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
―
四
―
メ
チ
ル
ピ
リ
ミ
ジ
ル
―
六
）
―
ジ

エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
ェ
ー
ト
（
別
名
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
）
を
含
有
す
る
製
剤



（
削
る
）

別
表
第
二
（
第
八
条
関
係
）

一

ク
ロ
ル
ピ
ク
リ
ン
を
含
有
す
る
製
剤

二

臭
化
メ
チ
ル
を
含
有
す
る
製
剤

付
録
（
第
二
条
関
係
）

付
録
（
第
二
条
関
係
）

A
A

Q

＝Q

０

Q

＝Q

０

A

０

A

０

Ｑ
は
、
農
薬
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
農
薬
の
使
用
量
と
し
て
算
出
さ
れ
る

Ｑ
は
、
農
薬
使
用
者
が
遵
守
す
べ
き
農
薬
の
使
用
量
と
し
て
算
出
さ
れ
る

量

量

は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
の

は
、
規
則
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
面
積
当
た
り
の
使

Q ０

Q ０

使
用
量
の
最
高
限
度

用
量
の
最
高
限
度

Ａ
は
、
農
薬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
農
地
等
の
面
積

Ａ
は
、
農
薬
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
農
地
等
の
面
積

は
、
規
則
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
面
積

は
、
規
則
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
位
面
積

A ０

A ０



（
農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

総
理
府

第
二
条

農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
二
号
）
の
一

農
林
省

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が

あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

農
薬
取
締
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省

農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令

令

（
報
告
）

（
報
告
）

第
一
条

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
第
二
項
及

第
一
条

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
及
び

び
農
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
五
十
六
号
）
第
四
条
第

農
薬
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
五
十
六
号
）
第
四
条
第
五

五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
報
告
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
報
告
を
命
じ
た
場
合
に
あ
つ
て

て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
農
薬
を
集
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第

は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
農
薬
を
集
取
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二

二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
三
号
に

号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
立
入
検
査
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
第
三
号
に
掲

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

報
告
を
命
じ
た
販
売
者
又
は
農
薬
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

一

報
告
を
命
じ
た
販
売
者
又
は
農
薬
使
用
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
名

「
販
売
者
等
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
名

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
住
所

称
及
び
代
表
者
の
氏
名
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
住
所

並
び
に
当
該
販
売
者
等
が
し
た
報
告
の
内
容

並
び
に
当
該
販
売
者
等
が
し
た
報
告
の
内
容

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
二
条

法
第
二
十
九
条
第
四
項
（
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
二
条

法
第
十
三
条
第
四
項
（
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
と

よ
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。



別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式 

（表面） 

 

第   号                    年  月  日交付 

 

 

 

 農薬取締職員の証明書 発行者名 印 

 

 

 

官職（職名） 氏名 

生年月日   年 月 日  

 

 

 

  

写 
 

真 



（裏面） 

   農薬取締法（抜粋） 

（報告及び検査） 

第 29条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使

用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対

し、都道府県知事は販売者に対し、第３条第１項、第４条第１項、第７条第

８項、第９条第２項及び第３項、第 10条第１項、第 16条、第 18 条第１項及

び第２項、第 19条、第 21条、第 23条、第 24条、第 25条第３項、第 26条

第１項並びに第 31条第１項及び第２項の規定の施行に必要な限度において、

農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは

農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者

から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取さ

せ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しく

は使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若

しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農

薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価

を支払わなければならない。 

２ （略） 

３ 第１項に定めるもののほか、農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者

若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他

の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、

この法律を施行するため必要があると認めるときは、農薬の製造、加工、輸

入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他

の事項に関し報告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な

数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場

所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤

の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その

他必要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又

は除草剤を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければなら

ない。 

４ 第１項又は前項の場合において、第１項又は前項に掲げる者から要求があ

ったときは、第１項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、

その身分を示す証明書を示さなければならない。 

５ 第１項及び第３項の規定による集取及び立入検査の権限は、犯罪捜査のた

めに認められたものと解釈してはならない。 

 



（国内管理人に係る報告及び検査） 

第 35条 農林水産大臣又は環境大臣は、国内管理人に対し、その業務に関し報

告を命じ、又はその職員に必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な

物件を検査させることができる。 

２ （略） 

３ 第 29条第４項及び第５項の規定は第１項の規定による立入検査について、

第 30条第２項から第４項までの規定は前項の規定による立入検査について、

それぞれ準用する。 

（都道府県が処理する事務） 

第 43条 第 23条及び第 31条第２項の規定による農林水産大臣の権限並びに第

29条第１項及び第３項の規定による農林水産大臣又は環境大臣の権限に属す

る事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととす

ることができる。 

第 48条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役若しくは 30万

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一～三 （略） 

四 第 29条第１項若しくは第３項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の

報告をし、又は同条第１項若しくは第３項若しくは第 30条第１項の規定に

よる集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

五 第 35条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項若しくは同条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

た者 

備考 １ 大きさは、縦 11センチメートル、横 15センチメートルとする。 

２ 発行者は、農林水産大臣若しくは地方農政局長、環境大臣若しくは

地方環境事務所長又は都道府県知事とする。 



（
農
薬
取
締
法
に
基
づ
く
農
薬
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
薬
取
締
法
に
基
づ
く
農
薬
の
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五

農
林
水
産
省

年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

環

境

省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
た
だ
し
書
に
規
定

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

す
る
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と

る
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

す
る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
製
造
し
若
し
く
は
加
工
し

二

法
第
二
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
が
製
造
し
若
し
く
は
加
工
し

、
又
は
輸
入
し
た
そ
の
登
録
に
係
る
農
薬
を
自
己
の
使
用
に
供
す
る
場

、
又
は
輸
入
し
た
そ
の
登
録
に
係
る
農
薬
を
自
己
の
使
用
に
供
す
る
場

合

合

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）



（
農
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
項
の
登
録
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

農
林
水
産
省

第
四
条

農
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
項
の
登
録
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年

令
第
二
号
）
の

環

境

省

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

農
薬
取
締
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令

農
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
項
の
登
録
を
要
し
な
い
場
合
を
定
め
る
省
令

農
薬
取
締
法
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
・
環

農
薬
取
締
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
・
環

境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



（
農
薬
取
締
法
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
農
薬
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

農
林

第
五
条

農
薬
取
締
法
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
農
薬
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年

環

水
産
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

環

省
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

農
薬
取
締
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定

農
薬
取
締
法
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め

め
る
農
薬
を
定
め
る
省
令

る
農
薬
を
定
め
る
省
令

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
農
林
水

農
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産

産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
農
薬
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
農
薬
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
。
た
だ
し
、
試
験
研
究
の
目
的
で
使
用
す
る
農
薬
、
植
物
防
疫
法
（
昭
和

た
だ
し
、
試
験
研
究
の
目
的
で
使
用
す
る
農
薬
、
植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十

二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及

五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第

び
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
除
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
農
薬

二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
防
除
を
行
う
た
め
に
使
用
す
る
農
薬
並
び

並
び
に
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
国
が
そ
の
輸
入
に
つ
き
輸
出

に
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
国
が
そ
の
輸
入
に
つ
き
輸
出
国
の

国
の
検
査
証
明
を
必
要
と
し
て
い
る
植
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
を
輸
出
し
よ

検
査
証
明
を
必
要
と
し
て
い
る
植
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
を
輸
出
し
よ
う
と

う
と
す
る
者
が
当
該
輸
入
国
の
要
求
に
応
じ
る
た
め
当
該
植
物
及
び
そ
の
容

す
る
者
が
当
該
輸
入
国
の
要
求
に
応
じ
る
た
め
当
該
植
物
及
び
そ
の
容
器
包

器
包
装
に
使
用
す
る
農
薬
を
除
く
。

装
に
使
用
す
る
農
薬
を
除
く
。

一

現
に
法
第
三
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け

一

現
に
法
第
二
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受

て
い
る
農
薬

け
て
い
る
農
薬

二

法
第
三
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い

二

法
第
二
条
第
一
項
又
は
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て

た
農
薬
で
あ
っ
て
、
容
器
又
は
包
装
に
法
第
十
六
条
（
法
第
三
十
四
条

い
た
農
薬
で
あ
っ
て
、
容
器
又
は
包
装
に
法
第
七
条
（
法
第
十
五
条
の

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
表
示
の

二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
表
示

あ
る
も
の
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
販
売
が
禁
止
さ

の
あ
る
も
の
（
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
販
売
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）



（
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

農
林
水
産
省

第
六
条

愛
玩
動
物
用
飼
料
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

環

境

省

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
の

よ
う
に
改
め
る
。



改 正 後 改 正 前

表 表別 別
１ 販売用愛玩動物用飼料の成分規格 １ 販売用愛玩動物用飼料の成分規格
(1) （略） (1) （略）
(2) 次の表の第１欄に掲げる農薬（農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 (2) 次の表の第１欄に掲げる農薬（農薬取締法（昭和 23 年法律第 82
号）第２条第１項に規定する農薬をいう。）の使用に伴い残留す 号）第１条の２第１項に規定する農薬をいう。）の使用に伴い残
るその農薬の成分である物質（その物質が化学的に変化して生成 留するその農薬の成分である物質（その物質が化学的に変化して
した物質を含む。）の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、それ 生成した物質を含む。）の販売用愛玩動物用飼料中の含有量は、
ぞれ同表の第２欄に定める量以下でなければならない。 それぞれ同表の第２欄に定める量以下でなければならない。
（略） （略）

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略）
２・３ （略） ２・３ （略）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
農
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
農
薬
を
使
用
す
る
者
が
遵
守
す
べ
き
基
準
を
定
め
る
省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
行
う
同
項
の
規
定
に
よ
る
農
薬
使
用
計
画
書
の
提
出
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
し
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
薬
取
締
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及

び
検
査
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
員
の
証
明
書
は
、
同
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
農
薬
取
締
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
省
令
別
記
様
式
に
よ
る
職
員
の
証
明
書

と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


